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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】光の取り出し効率の低下を抑えつつ、抵抗の上
昇を抑えることができる半導体発光素子を提供する。
【解決手段】第１半導体層１９ａ、活性層１９ｃと第２
半導体層１９ｂが積層された半導体積層体１９と、第２
半導体層１９ｂと活性層１９ｃを貫通する複数の突出部
１５１を有し、突出部１５１を介して第１半導体層１９
ａと接続された第１電極１５と、第２半導体層１９ｂ下
面で第２半導体層１９ｂと接続された第２電極１７と、
突出部１５１と半導体積層体１９との間に絶縁膜１６と
を備える半導体発光素子１であって、突出部１５１は、
絶縁膜１６で覆われた突出本体部１５１ａと、突出本体
部１５１ａ上で絶縁膜１６から上面と側面とが露出した
突出先端部１５１ｂとを有し、第１半導体層１９ａは、
第１半導体層１９ａ上面で、突出部１５１の上の第１領
域を挟んで設けられた凹部１９１を有し、凹部１９１間
の距離を、突出先端部１５１ｂの幅よりも大きくした。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面側から下面側に向かって順に、第１半導体層、活性層および第２半導体層が積層さ
れた半導体積層体と、前記第２半導体層および前記活性層を貫通する複数の突出部を有し
、前記突出部を介して前記第１半導体層と接続された第１電極と、前記第２半導体層の下
面で前記第２半導体層と接続された第２電極と、前記突出部と前記半導体積層体との間に
設けられた絶縁膜と、を備える半導体発光素子であって、
　前記突出部は、前記絶縁膜で覆われた突出本体部と、前記突出本体部上で前記絶縁膜か
ら上面と側面とが露出した突出先端部と、を有し、
　前記第１半導体層は、前記第１半導体層の上面において、前記突出部の上に位置する第
１領域を挟んで設けられた凹部を有し、前記凹部間の距離は、前記突出先端部の幅よりも
大きいことを特徴とする半導体発光素子。
【請求項２】
　前記突出先端部は、底面の面積よりも上面の面積が小さいことを特徴とする請求項１に
記載の半導体発光素子。
【請求項３】
　前記突出先端部と前記突出本体部の材料が異なることを特徴とする請求項１または請求
項２に記載の半導体発光素子。
【請求項４】
　前記突出先端部は、Ａｇ、Ａｌ、Ｔｉのうち少なくとも１種を含むことを特徴とする請
求項１から請求項３のいずれか一項に記載の半導体発光素子。
【請求項５】
　前記凹部は、前記突出部間に対応する領域に複数形成されていることを特徴とする請求
項１から請求項４のいずれか一項に記載の半導体発光素子。
【請求項６】
　前記第１半導体層は、前記凹部の底部を含む前記第１半導体層の上面に形成され、前記
凹部よりも小さな凹凸からなる粗面部を有することを特徴とする請求項１から請求項５の
いずれか一項に記載の半導体発光素子。
【請求項７】
　前記突出部は、平面視で行列方向に配列されていることを特徴とする請求項１から請求
項６のいずれか一項に記載の半導体発光素子。
【請求項８】
　前記突出部は、平面視で楕円形状であることを特徴とする請求項１から請求項７のいず
れか一項に記載の半導体発光素子。
【請求項９】
　前記突出部は、平面視で行方向または列方向に線状に形成されていることを特徴とする
請求項１から請求項６のいずれか一項に記載の半導体発光素子。
【請求項１０】
　前記第１電極の下部に、前記半導体積層体を支持する基板を備えることを特徴とする請
求項１から請求項９のいずれか一項に記載の半導体発光素子。
【請求項１１】
　第１半導体層と、第２半導体層と、前記第１半導体層と前記第２半導体層の間の活性層
とを含み、前記第１半導体層の表面を含む上面と、前記第２半導体層の表面を含む下面と
を有する半導体積層体と、
　前記第２半導体層および前記活性層を貫通する複数の突出部を有し、前記突出部を介し
て前記第１半導体層と接続された第１電極と、
　前記下面で前記第２半導体層と接続された第２電極と、
　前記上面において、前記突出部上にそれぞれ位置する第１領域を除いた第２領域に、前
記第１領域の最小幅より狭い間隔で形成された複数の凹部と、
　を含む半導体発光素子。
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【請求項１２】
　前記凹部は、前記第１領域の外周に接しないように前記外周から離れて形成されている
請求項１１記載の半導体発光素子。
【請求項１３】
　前記突出部と前記活性層及び前記第２半導体層との間に絶縁膜を有し、
前記突出部はそれぞれ、前記絶縁膜で覆われた突出本体部と、前記突出本体部上で前記絶
縁膜から上面と側面とが露出した突出先端部とを有する請求項１１または請求項１２に記
載の半導体発光素子。
【請求項１４】
　前記凹部を仕切る隔壁によって前記第１領域間がそれぞれ接続されている請求項１１～
１３のいずれか１つに記載の半導体発光素子。
【請求項１５】
　前記第１領域は、その中心が矩形格子の格子点に一致するように設けられており、前記
隔壁は、前記矩形格子の対角方向の一方の方向に形成された第１隔壁と、前記矩形格子の
対角方向の他方の方向に形成された第２隔壁とを含む請求項１４に記載の半導体発光素子
。
【請求項１６】
　前記隔壁はさらに、前記矩形格子の一辺に平行な方向に形成された第３隔壁と、前記矩
形格子の一辺に直交する方向に形成された第４隔壁とを含み、前記第３と第４隔壁はそれ
ぞれ前記第１領域間を接続する請求項１５に記載の半導体発光素子。
【請求項１７】
　前記第１領域間を接続する前記隔壁に加えてさらに、隔壁間を接続する隔壁を備えた請
求項１４～１６のうちのいずれか１つに記載の半導体発光素子。
【請求項１８】
　前記隔壁間を接続する隔壁は、前記対角方向にそれぞれ形成されている請求項１７に記
載の半導体発光素子。
【請求項１９】
　前記隔壁間を接続する隔壁は、前記矩形格子の一辺に平行な方向又は前記矩形格子の一
辺に直交する方向に形成されている請求項１７に記載の半導体発光素子。
【請求項２０】
　前記凹部の数は、前記突出部の数よりも多いことを特徴とする請求項１１～１９のうち
のいずれか１つに記載の半導体発光素子。
【請求項２１】
　前記凹部の底部の面積の合計は、前記第１半導体層の上面の面積の４０～５０％の範囲
内であることを特徴とする請求項１１～２０のうちのいずれか１つに記載の半導体発光素
子。
【請求項２２】
　前記凹部の底部を含む前記第１半導体層の上面に前記凹部よりも小さい凹凸からなる粗
面部を有することを特徴とする請求項１１～２１のうちのいずれか１つに記載の半導体発
光素子。
【請求項２３】
　前記第１電極の下に、基板を備えたことを特徴とする請求項１１～２２のうちのいずれ
か１つに記載の半導体発光素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体発光素子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＬＥＤなどの複数の半導体層を備える半導体発光素子として、特許文献１～３に
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示すような発明が提案されている。例えば、特許文献１では、第１半導体層（第１導電型
半導体層）の上面を所定深さまでエッチングして粗面部を設けることで、光の取り出し効
率を高めた発明が提案されている。
【０００３】
　また、特許文献２では、第２半導体層（ｐ型層）、活性層および第１半導体層（ｎ型層
）を貫通する格子枠状の補助電極を設け、当該補助電極とｎパッド電極とを接続すること
で、ｎパッド電極に円滑に電流が流れ込むようにした発明が提案されている。そして、特
許文献３では、第１半導体層の上面において、第１電極と第１半導体層との接触面の上部
の領域を平坦にすることで、第１電極の接触面と第１半導体層の上面との間における光の
反射の繰り返しを抑制した発明が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－５４９６７号公報
【特許文献２】特開２０１１－２１６５２４号公報
【特許文献３】特開２０１２－１９５３２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１～３で提案された発明は、以下のような懸念がある。例えば
、特許文献１で提案された発明は、第１半導体層の上面において、電流の集中しやすい領
域である第１電極と第１半導体層との接触部上の領域がエッチングされている。そのため
、特許文献１で提案された発明は、前記した接触部近傍の電流の流れが阻害されて抵抗が
上昇し、駆動電圧が高くなる虞がある。
【０００６】
　また、特許文献２で提案された発明は、格子枠状の補助電極を設けることでその分の活
性層の面積が減るため、発光量が減少して光の取り出し効率が低くなる。そして、特許文
献３で提案された発明は、第１電極と第１半導体層との接触面の上部の領域が平坦である
ため、この領域では光の積層構造物体内部への反射が多くなり、光の取り出し効率が低く
なる虞がある。
【０００７】
　本発明は、前記問題点に鑑みてなされたものであり、光の取り出し効率の低下を抑えつ
つ、抵抗の上昇を抑えることができる半導体発光素子を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記課題を解決するために本発明に係る第１の態様の半導体発光素子は、上面側から下
面側に向かって順に、第１半導体層、活性層および第２半導体層が積層された半導体積層
体と、前記第２半導体層および前記活性層を貫通する複数の突出部を有し、前記突出部を
介して前記第１半導体層と接続された第１電極と、前記第２半導体層の下面で前記第２半
導体層と接続された第２電極と、前記突出部と前記半導体積層体との間に設けられた絶縁
膜と、を備える半導体発光素子であって、前記突出部は、前記絶縁膜で覆われた突出本体
部と、前記突出本体部上で前記絶縁膜から上面と側面とが露出した突出先端部と、を有し
、前記第１半導体層は、前記第１半導体層の上面において、前記突出部の上に位置する第
１領域を挟んで設けられた凹部を有し、前記凹部間の距離は、前記突出先端部の幅よりも
大きい構成とすることができる。
【０００９】
　また、本発明に係る第２の態様の半導体発光素子は、第１半導体層と、第２半導体層と
、前記第１半導体層と前記第２半導体層の間の活性層とを含み、前記第１半導体層の表面
を含む上面と、前記第２半導体層の表面を含む下面とを有する半導体積層体と、前記第２
半導体層および前記活性層を貫通する複数の突出部を有し、前記突出部を介して前記第１
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半導体層と接続された第１電極と、前記下面で前記第２半導体層と接続された第２電極と
、前記上面において、前記突出部上にそれぞれ位置する第１領域を除いた第２領域に、前
記第１領域の最小幅より狭い間隔で形成された複数の凹部と、を含む構成とすることがで
きる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る半導体発光素子によれば、光の取り出し効率の低下を抑えつつ、抵抗の上
昇を抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の第１実施形態に係る半導体発光素子の全体構成を示す平面図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係る半導体発光素子の全体構成を示す図であり、図１の
Ａ－Ａ断面図である。
【図３】本発明の第１実施形態に係る半導体発光素子の一部を拡大した図であり、（ａ）
は、第１電極の突出部と第１半導体層の凹部との関係を示す平面図、（ｂ）は、（ａ）に
示すＢ－Ｂ断面図、である。
【図４】本発明の第１実施形態に係る半導体発光素子の第１半導体層上の凹部の一部を拡
大した斜視図である。
【図５】（ａ）～（ｆ）は、本発明の第１実施形態に係る半導体発光素子の製造方法の一
部を示す概略図である。
【図６】（ａ）～（ｆ）は、本発明の第１実施形態に係る半導体発光素子の製造方法の一
部を示す概略図である。
【図７】（ａ）～（ｆ）は、本発明の第１実施形態に係る半導体発光素子の製造方法の一
部を示す概略図である。
【図８】本発明の第２実施形態に係る半導体発光素子の全体構成を示す平面図である。
【図９】本発明の第３実施形態に係る半導体発光素子の全体構成を示す平面図である。
【図１０】本発明の第４実施形態に係る半導体発光素子の全体構成を示す平面図である。
【図１１】本発明の第５実施形態に係る半導体発光素子の一部を拡大した図であり、（ａ
）は、第１電極の突出部と第１半導体層の凹部との位置関係を示す平面図、（ｂ）は、（
ａ）に示すＣ－Ｃ断面図、である。
【図１２】本発明の第６実施形態に係る半導体発光素子の全体構成を示す平面図である。
【図１３】本発明の第７実施形態に係る半導体発光素子の全体構成を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態に係る半導体発光素子およびその製造方法について、図面を参
照しながら説明する。なお、以下の説明において参照する図面は、本発明を概略的に示し
たものであるため、各部材のスケールや間隔、位置関係などが誇張、あるいは、部材の一
部の図示が省略されている場合がある。また、以下の説明では、同一の名称および符号に
ついては原則として同一もしくは同質の部材を示しており、詳細説明を適宜省略すること
とする。さらに、本発明を構成する各要素は、複数の要素を同一の部材で構成して一の部
材で複数の要素を兼用する様態としてもよいし、逆に一の部材の機能を複数の部材で分担
して実現することもできる。さらにまた、一部の実施例、実施形態において説明された内
容は、他の実施例、実施形態等に利用可能なものもある。
【００１３】
＜第１実施形態＞
［半導体発光素子の構成］
　本発明の第１実施形態に係る半導体発光素子１の構成について、図１～図４を参照しな
がら説明する。
【００１４】
　半導体発光素子１は、図１に示すように平面視すると、略矩形状に形成されている。ま
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た、半導体発光素子１は、図２に示すように断面視すると、半導体積層体１９により構成
されている上部が略台形状に形成されている。より具体的には、所定厚さの平板上に略四
角錐台の半導体積層体１９が配置されている。そして、半導体発光素子１において、略台
形状の上部の一部は、図１および図２に示すように、切り欠かれており、後記する第２電
極１７の外部接続部１７ｃが形成されている。外部接続部１７ｃを形成する領域（切り欠
き部）は、例えば、半導体積層体１９の一部を除去することにより、外周が内側に凹んだ
状態になって形成されており、その切り欠き部の内側に外部接続部１７ｃが形成される。
【００１５】
　半導体発光素子１は、ここでは図２に示すように、基板１１上に、基板側接着層１３と
、第１電極側接着層１４と、第１電極１５と、絶縁膜１６と、第２電極１７と、第１保護
膜１８と、半導体積層体１９と、第２保護膜２１とが積層された構造を有している。また
、基板１１の下面には、裏面接着層１２が設けられている。なお、図２は図１のＡ－Ａ断
面に相当するが、ここでは図示の便宜上、図１に示したＡ－Ａ断面上に６個設けられてい
る第１電極１５の突出部１５１を第２電極１７の外部接続部１７ｃ側から順に３個だけ図
示し、残り３個は図示を省略している。
【００１６】
　すなわち、第１実施形態の半導体発光素子１は、基板１１と、基板１１の上方に、上面
側から下面側に向かって順に、第１半導体層１９ａ、活性層１９ｃおよび第２半導体層１
９ｂが積層された半導体積層体１９とを備え、以下のように構成されている。
　第１半導体層１９ａに接続された第１電極１５と、第２半導体層に接続された第２電極
１７とは、半導体積層体１９と基板１１との間に設けられている。
　第１電極１５と第２電極１７とは、第１電極１５と第２電極１７との間に設けられた絶
縁膜１６によって電気的に分離される。絶縁膜１６はさらに、第１電極１５の一部を構成
する突出部１５１と第２半導体層１９ｂ及び活性層１９ｃとを電気的に分離している。
　第１電極１５は、第１半導体層１９ａと接続するための突出部１５１を備え、突出部１
５１はさらに、絶縁膜１６で覆われた突出本体部１５１ａと、突出本体部１５１ａ上で絶
縁膜１６から露出して第１半導体層１９ａと接続された突出先端部１５１ｂとを有する。
【００１７】
　以上のように構成された第１実施形態の半導体発光素子１において、さらに、第１半導
体層１９ａの上面に、発光した光を効果的に外部に取り出すために、複数の凹部１９１が
形成されている。複数の凹部１９１は、第１半導体層１９ａの上面において突出先端部１
５１ｂの上に位置する領域を除いて形成されている。ここで、突出先端部１５１ｂの上に
位置する領域とは、突出先端部１５１ｂを第１半導体層１９ａの上面に投影した領域をい
い、例えば、突出先端部１５１ｂが上面よりも底面の面積が大きい円錐台形状の場合は突
出先端部１５１ｂの底面（言い換えると、突出部１５１の絶縁膜１６から露出した部分の
最下面）を投影した領域３１をいう。図３（ａ）において、突出部１５１の上に位置する
領域を、３０の符号を付して第１領域と呼び、突出部１５１が円錐台形状の場合には、領
域３１は第１領域３０に含まれる。尚、突出部１５１の上に位置する領域３０とは、突出
部１５１を第１半導体層の上面に投影した領域をいい、例えば、突出部１５１が上面より
も底面の面積が大きい円錐台形状の場合は突出部１５１の底面を投影した領域をいう。ま
た、図３（ａ）において、３２の符号を付して示す領域は、突出先端部１５１ｂの上面（
先端面）を投影した領域である。
【００１８】
　このように、第１実施形態の半導体発光素子１では、凹部１９１を突出先端部１５１ｂ
の上に位置する領域を除いて形成、言い換えると、突出先端部１５１ｂの上に位置する領
域を挟んで設けられた凹部間の距離を突出先端部１５１ｂの幅よりも大きくして、突出部
１５１上の電流集中を緩和している。すなわち、第１半導体層１９ａの上面において突出
先端部１５１ｂの上に位置する領域に、凹部１９１が形成されていると、突出先端部１５
１ｂの上に位置する第１半導体層１９ａの厚さが薄くなり、突出部１５１から第１半導体
層１９ａ、ひいては半導体積層体１９全体に電流が広がりにくくなり、半導体発光素子１
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の抵抗値が上昇しやすくなる。しかしながら、第１実施形態の半導体発光素子１では、複
数の凹部１９１が、第１半導体層１９ａの上面において突出先端部１５１ｂの上に位置す
る領域を除いて形成されているので、突出先端部１５１ｂの上に位置する第１半導体層１
９ａの厚さが薄くなることはなく、当該第１半導体層１９ａへ電流を拡散することができ
る。
　ここで、突出先端部１５１ｂの幅とは、例えば、上面よりも底面の面積が大きい円錐台
形状のように断面視したときに位置により幅が異なる形状の場合には、断面における最も
広い部分の幅をいい、第１半導体層１９ａの上面に投影した領域の幅に等しくなる。
　また、平面視したときに例えば、楕円、又は長方形のように長軸方向と短軸方向で幅が
異なる場合には、短軸方向の幅を突出先端部１５１ｂの幅という。
　具体的には、例えば、突出先端部１５１ｂが上面よりも底面の面積が大きい円錐台形状
の場合は突出先端部１５１ｂの底面の直径を突出先端部１５１ｂの幅といい、
　突出先端部１５１ｂが円錐台形状であって、その平面視における断面が楕円の場合は底
面の短軸の長さを突出先端部１５１ｂの幅といい、
　突出先端部１５１ｂが四角錐台形状であって、その平面視における断面が長方形の場合
は底面の短辺の長さを突出先端部１５１ｂの幅といい、
　突出先端部１５１ｂが四角錐台形状であって、その平面視における断面が正方形の場合
は底面の一辺の長さを突出先端部１５１ｂの幅という。
【００１９】
　また、第１実施形態において、隣接する凹部１９１間の距離は、隣接する突出部１５１
間の距離よりも小さい。
【００２０】
　以上の説明では、凹部１９１を突出先端部１５１ｂの上に位置する領域を除いて形成し
た場合について説明した。しかしながら、図３等に示すように、突出部１５１が錐台形状
の場合には、凹部１９１は突出先端部１５１ｂの上に位置する領域だけではなく、突出部
１５１の上に位置する第１領域３０を除いて形成することが好ましい。これにより、突出
先端部１５１ｂの近傍の電流拡散を円滑にし、より効果的に突出部１５１上の第１半導体
層１９ａにおける電流の集中を緩和できる。図３において、突出部１５１の上に位置する
領域３０を第１領域と呼ぶ。
　以下、第１実施形態の半導体発光素子１を構成する各構成について詳細に説明する。
【００２１】
（基板１１）
　基板１１は、電極などの部材を介して貼り合わせられた半導体積層体１９などを支持す
るためのものである。基板１１は、図１および図２に示すように、略矩形平板状に形成さ
れており、第１電極１５の下部に設けられている。また、基板１１は、具体的には図２に
示すように、下面に裏面接着層１２が形成され、上面に基板側接着層１３が形成されてい
る。この基板１１の面積は特に限定されず、当該基板１１上に積層される部材の大きさに
応じて適宜選択される。また、基板１１の厚さは、放熱性の観点から５０～５００μｍと
することが好ましい。
【００２２】
　基板１１の具体例としては、Ｓｉ基板の他、ＧａＡｓなどからなる半導体基板や、Ｃｕ
，Ｇｅ，Ｎｉなどの金属材料、あるいは、Ｃｕ－Ｗなどの複合材料からなる導電性基板な
どが挙げられる。前記したＳｉ基板を基板１１として用いると、安価でチップ化しやすい
という利点があり、前記した導電性基板を基板１１として用いると、基板１１側からの電
力供給が可能となるほか、放熱性に優れた素子とすることができるという利点がある。
【００２３】
　基板１１の材料としては、上記の他にもＣｕ－Ｍｏ，ＡｌＳｉＣ，ＡｌＳｉ，ＡｌＮ，
ＳｉＣ，Ｃｕ－ダイヤなどの金属とセラミックの複合体なども利用することができる。な
お、このような複合体は、例えばＣｕ－Ｗ，Ｃｕ－Ｍｏの一般式をＣｕｘＷ１００－ｘ（
０≦ｘ≦３０），ＣｕｘＭｏ１００－ｘ（０≦ｘ≦５０）のようにそれぞれ示すことがで
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きる。また、基板１１は、例えばＳｉ，Ｃｕ（Ｃｕ－Ｗ）などの材料で構成し、当該基板
１１と半導体積層体１９との間に電極を設けるか、あるいは、半導体積層体１９との間に
光反射構造を設けることが好ましい。これにより、半導体発光素子１は、放熱性や発光特
性を向上させることができる。
【００２４】
（裏面接着層１２）
　裏面接着層１２は、基板１１と電気的に接続され、半導体発光素子１を例えば発光装置
の実装基板（図示省略）に実装するための層である。裏面接着層１２は、図２に示すよう
に、基板１１の下面全域、すなわち基板１１の基板側接着層１３が形成されている面の反
対側に形成されている。この裏面接着層１２の厚さは特に限定されず、所望の接合性およ
び導電性に応じて適宜調整することができる。また、裏面接着層１２の具体例としては、
ＴｉＳｉ２，Ｔｉ，Ｎｉ，Ｐｔ，Ｒｕ，Ａｕ，Ｓｎ，Ａｌ，Ｃｏ，Ｍｏなどの金属を含む
層やその積層構造で構成することができる。なお、裏面接着層１２は、後記する基板側接
着層１３、第１電極側接着層１４と同様の材料を使用することができるが、例えば導電性
樹脂材料を使用してもよい。
【００２５】
（基板側接着層１３）
　基板側接着層１３は、基板１１を後記する第１電極側接着層１４と接合し、かつ第１電
極側接着層１４と基板１１とを電気的に接続するための層である。基板側接着層１３は、
図２に示すように、基板１１の上面全域、すなわち基板１１の裏面接着層１２が形成され
ている面の反対側に形成され、基板１１と電気的に接続されている。この基板側接着層１
３の厚さは特に限定されず、所望の接合性および導電性に応じて適宜調整することができ
る。また、基板側接着層１３の具体例としては、Ａｌ，Ａｌ合金，ＴｉＳｉ２，Ｓｉ，Ｔ
ｉ，Ｎｉ，Ｐｔ，Ａｕ，Ｓｎ，Ｐｄ，Ｒｈ，Ｒｕ，Ｉｎ，Ｃｏ，Ｍｏなどの金属を含む層
やその積層構造で構成することができる。
【００２６】
　ここで、基板側接着層１３は、密着層、バリア層、接合層を有することが好ましい。こ
れにより、基板側接着層１３は、接合のための機能と、第１電極１５のような電流供給の
ための機能とを兼ねることができる。また、基板側接着層１３を前記した金属の積層構造
とする場合、第１電極側接着層１４とＡｕ－Ａｕ接合するために、最上面をＡｕで構成す
ることが好ましく、例えば基板１１側から順にＴｉＳｉ２／Ｐｔ／ＡｕＳｎ，ＴｉＳｉ２

／Ｐｔ／Ａｕ，Ｔｉ／Ｐｔ／Ａｕ，Ｔｉ／Ｒｕ／Ａｕ，Ｃｏ／Ｍｏ／Ａｕなどのように積
層することができる。また、基板側接着層１３と第１電極側接着層１４の最表面をＡｕと
し、接合面をＡｕ－Ａｕ接合することで、熱に対する耐性を向上させることができるため
、半導体発光素子１の信頼性を高めることができる。
【００２７】
（第１電極側接着層１４）
　第１電極側接着層１４は、第１電極１５を基板側接着層１３と接合し、かつ基板側接着
層１３と半導体積層体１９とを電気的に接続するための層である。第１電極側接着層１４
は、図２に示すように、第１電極１５の下面全域に形成されている。この第１電極側接着
層１４の厚さは特に限定されず、所望の接合性および導電性に応じて適宜調整することが
できる。また、第１電極側接着層１４の具体例としては、前記した基板側接着層１３と同
様に、Ａｌ，Ａｌ合金，ＴｉＳｉ２，Ｓｉ，Ｎｉ，Ｔｉ，Ｐｔ，Ａｕ，Ｓｎ，Ｐｄ，Ｒｈ
，Ｒｕ，Ｉｎ，Ｃｏ，Ｍｏなどの金属を含む層やその積層構造で構成することができる。
【００２８】
　ここで、第１電極側接着層１４は、前記した基板側接着層１３と同様に、密着層、バリ
ア層、接合層を有することが好ましい。これにより、第１電極側接着層１４は、接合のた
め機能と、第１電極１５のような電流供給のための機能とを兼ねることができる。また、
第１電極側接着層１４を前記した金属の積層構造とする場合、基板側接着層１３とＡｕ－
Ａｕ接合するために、最下面はＡｕで構成することが好ましく、例えば第１電極１５側か
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ら順にＴｉＳｉ２／Ｐｔ／ＡｕＳｎ，ＴｉＳｉ２／Ｐｔ／Ａｕ，Ｔｉ／Ｐｔ／Ａｕ，Ｔｉ
／Ｒｕ／Ａｕ，Ｔｉ／Ｍｏ／Ａｕ，Ｃｏ／Ｍｏ／Ａｕなどのように積層することができる
。また、第１電極側接着層１４と基板側接着層１３の最表面をＡｕとし、接合面をＡｕ－
Ａｕ接合することで、熱に対する耐性を向上させることができるため、半導体発光素子１
の信頼性を高めることができる。
【００２９】
（第１電極１５）
　第１電極１５は、第１半導体層１９ａに対して電流を供給するためのものである。第１
電極１５は、第１半導体層１９ａがｎ型半導体層である本実施形態においてはｎ側電極と
して機能する。第１電極１５は、図２に示すように、第１電極側接着層１４の上面全域に
形成され、後記する絶縁膜１６を挟んで、第２電極１７と対向するように配置されている
。また、第１電極１５は、図２に示すように、後記する半導体積層体１９の面積よりも広
い面積で形成されている。なお、前記した「半導体積層体１９の面積」とは、ここでは図
１に示すように、半導体積層体１９の下面（すなわち第２半導体層１９ｂの下面）の面積
のことを意味している。
【００３０】
　第１電極１５は、図２に示すように、半導体積層体１９の積層方向（ここでは上方向）
に突出する複数の突出部１５１を有しており、当該突出部１５１を介して、第１半導体層
１９ａと電気的に接続されている。この突出部１５１は、図１および図２に示すように、
第１電極１５の平面部分（突出部１５１を除いた部分であり符号は省略している。）から
突出した突出本体部１５１ａと、突出本体部１５１ａの先端に設けられた突出先端部１５
１ｂとから構成されている。詳細には、後記する絶縁膜１６で覆われた突出本体部１５１
ａと、突出本体部１５１ａ上で絶縁膜１６から露出した突出先端部１５１ｂと、を有する
。突出先端部１５１ｂは、図２に示すように、第１半導体層１９ａと直接接触する部分で
あり、上面と側面が絶縁膜１６から露出していることが好ましく、後記するように、例え
ば、高反射材料や、コンタクト性の良好な材料によって形成されることが好ましい。
【００３１】
　このように、突出先端部１５１ｂの上面と側面が絶縁膜１６から露出することで、突出
先端部１５１ｂと第１半導体層１９ａとの接触面積が大きくなり、突出先端部１５１ｂと
第１半導体層１９ａとの接触抵抗を低くでき、駆動電圧の上昇を抑えることができる。ま
た、突出先端部１５１ｂの上面と側面が絶縁膜１６から露出することで、突出先端部１５
１ｂで効率良く光の反射ができ光の取り出し効率の低下を抑えることができる。
【００３２】
　突出部１５１は、図１に示すように平面視すると、真円状に形成されている。また、突
出部１５１は、図２に示すように断面視すると、略台形状に形成されている。また、突出
部１５１は、より具体的には略円錐台形状に形成され、略円錐形状の先端が切断された形
状を有している。このような形状を有する突出部１５１は、図１に示すように、後記する
半導体積層体１９の下部に４８個形成されており、第１電極１５は、半導体積層体１９と
４８箇所で接続されている。
【００３３】
　ここで、突出部１５１は、図１に示すように、ここでは平面視で行列方向に配列されて
いる。すなわち、突出部１５１は、半導体発光素子１を平面視した場合において、上下方
向および左右方向に等間隔で配列されている。これにより、半導体発光素子１は、第１電
極１５が複数の突出部１５１で第１半導体層１９ａと接続されているので、広い発光面積
を確保することができる。さらに、半導体発光素子１は、複数の突出部１５１が規則正し
く行列方向に分散配置されているため、半導体積層体１９に電流が均一に広がりやすくな
る。
【００３４】
　突出部１５１を円錐台形状に形成する場合、例えば、突出部１５１の底面の直径は、３
５μｍ以上、１００μｍ以下の範囲に設定される。また、突出先端部１５１ｂを円錐台形
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状に形成する場合、例えば、突出先端部１５１ｂの底面の径は、３０μｍ以上、７０μｍ
以下の範囲に設定される。また、突出部１５１は、その突出先端部１５１ｂの底面（言い
換えると、突出部１５１の絶縁膜１６から露出した部分の最下面）の面積の合計が、第１
半導体層１９ａの上面の面積の０．８～５．０％の範囲内となるように構成すること好ま
しい。これにより、半導体発光素子１は非発光領域を最小限に抑えることができ、発光効
率を高めることができる。
【００３５】
　突出部１５１は、図２に示すように、後記する絶縁膜１６、第１保護膜１８、第２電極
１７、第２半導体層１９ｂおよび活性層１９ｃをそれぞれ貫通するように突出して形成さ
れ、先端である突出先端部１５１ｂが第１半導体層１９ａと接している。また、突出部１
５１は、より具体的には図２に示すように、第１保護膜１８、第２半導体層１９ｂおよび
活性層１９ｃを貫通して形成された貫通孔２０内に形成された絶縁膜１６の開口突出部１
６１内に挿入され、貫通孔２０および開口突出部１６１を介して第１半導体層１９ａと接
続されている。
【００３６】
　第１電極１５の厚さは特に限定されず、所望の特性に応じて適宜調整することができる
。なお、第１電極１５の厚さとは、ここでは第１電極１５の平面部分（符号省略）の膜厚
と、突出部１５１の高さのことを意味している。また、第１電極１５の具体例としては、
例えばＮｉ，Ｐｔ，Ｐｄ，Ｒｈ，Ｒｕ，Ｏｓ，Ｉｒ，Ｔｉ，Ｚｒ，Ｈｆ，Ｖ，Ｎｂ，Ｔａ
，Ｃｏ，Ｆｅ，Ｍｎ，Ｍｏ，Ｃｒ，Ｗ，Ｌａ，Ｃｕ，Ａｇ，Ｙ，Ａｌ，Ｓｉ，Ａｕ，Ｚｎ
，Ｓｎなどの金属またはこれらの酸化物あるいはこれらの窒化物により形成することがで
き、その他にも、ＩＴＯ，ＺｎＯ，Ｉｎ２Ｏ３などの透明導電性酸化物からなる群から選
択された少なくとも一種を含む金属、合金の単層膜または積層膜により形成することがで
きる。
【００３７】
　また、第１電極１５は、図２に示すように、突出先端部１５１ｂで第１半導体層１９ａ
と接し、また貫通孔２０内では絶縁膜１６を介して半導体積層体１９と絶縁されている。
そのため、突出先端部１５１ｂは、第１半導体層１９ａとのオーミック性接触が可能であ
る点を考慮するとともに、活性層１９ｃから出た光を反射する材料を用いて形成すること
が好ましく、特にＡｇ、Ａｌ、Ｔｉのうち少なくとも１種を含むことが好ましい。具体的
には突出先端部１５１ｂは、ＡｌおよびＡｌ合金を用いて形成することが好ましい。また
、突出先端部１５１ｂは、突出本体部１５１ａと異なる材料であっても同様の材料であっ
てもよい。さらにまた、突出部１５１の突出本体部１５１ａは、第１電極１５の平面部分
（符号省略）と同様の材料によって形成してもよい。
【００３８】
（絶縁膜１６）
　絶縁膜１６は、第１電極１５と第２電極１７とを絶縁し、第１電極１５と第２半導体層
１９ｂおよび活性層１９ｃとを絶縁するためのものである。絶縁膜１６は、図２に示すよ
うに、突出先端部１５１ｂを除いた、第１電極１５の表面を全て覆うように形成されてい
る。また、絶縁膜１６は、第１電極１５と、後記する第２電極１７の配線部１７ａとの間
にも形成されている。
【００３９】
　絶縁膜１６は、図２に示すように、半導体積層体１９の積層方向（ここでは上方向）に
突出し、その先端で開口する複数の開口突出部１６１を備えており、当該開口突出部１６
１によって第１電極１５の突出部１５１（具体的には突出本体部１５１ａ）の外周面を覆
っている。
【００４０】
　開口突出部１６１は、図１に示すように平面視すると、真円状に形成されている。また
、開口突出部１６１は、図２に示すように断面視すると、筒状に形成されている。また、
開口突出部１６１は、より具体的には中空の略円錐台形状に形成され、中空の略円錐形状
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の先端が切断された形状を有している。このような形状を有する開口突出部１６１は、図
１に示すように、後記する半導体積層体１９の下部に４８個形成されている。
【００４１】
　開口突出部１６１は、図２に示すように、後記する第２電極１７、第１保護膜１８、第
２半導体層１９ｂおよび活性層１９ｃを貫通するように突出して形成され、先端の開口部
が第１半導体層１９ａと接している。開口突出部１６１は、より具体的には、第２電極１
７、第１保護膜１８、第２半導体層１９ｂおよび活性層１９ｃを貫通して形成された貫通
孔２０内壁に設けられている。半導体発光素子１は、このような絶縁膜１６を備えること
で、第１電極１５と第２電極１７とが絶縁され、電極の立体的な構造が可能となっている
。
【００４２】
　絶縁膜１６の厚さは特に限定されず、所望の特性に応じて適宜調整することができる。
なお、絶縁膜１６の厚さとは、ここでは絶縁膜１６の平面部分（符号省略）の膜厚と、開
口突出部１６１の高さのことを意味している。また、絶縁膜１６の具体例としては、例え
ばＳｉ，Ｔｉ，Ｖ，Ｚｒ，Ｎｂ，Ｈｆ，Ｔａ，Ａｌ，Ｂからなる群から選択された少なく
とも一種の元素を含む酸化膜、窒化膜、酸化窒化膜などで構成することができ、特に、Ｓ
ｉＯ２，ＺｒＯ２，ＳｉＮ，ＳｉＯＮ，ＢＮ，ＳｉＣ，ＳｉＯＣ，Ａｌ２Ｏ３，ＡｌＮ，
ＡｌＧａＮ，Ｎｂ２Ｏ５などで構成することができる。また、絶縁膜１６は、単一の材料
の単層膜または積層膜で構成してもよく、異なる材料の積層膜で構成してもよい。さらに
、絶縁膜１６は、分布ブラッグ反射鏡（ＤＢＲ：Distributed Bragg Reflector）膜で構
成してもよい。
【００４３】
（第２電極１７）
　第２電極１７は、第２半導体層１９ｂに電流を供給するためのものである。第２電極１
７は、第２半導体層１９ｂがｐ型半導体層である本実施形態においてはｐ電極として機能
する。第２電極１７は、図２に示すように、第２半導体層１９ｂの下部に膜状に形成され
、絶縁膜１６を挟んで第１電極１５と対向するように配置されている。第２電極１７は、
より具体的には、第２半導体層１９ｂと接続される内部接続部１７ｂと、内部接続部１７
ｂを介して第２半導体層１９ｂに電気的に接続される配線部１７ａと、配線部１７ａと接
続される外部接続部１７ｃとから構成されている。
【００４４】
　配線部１７ａは、外部接続部１７ｃからの電流を、内部接続部１７ｂを介して後記する
半導体積層体１９の第２半導体層１９ｂに供給するためのものである。配線部１７ａは、
図２に示すように、絶縁膜１６の開口突出部１６１が設けられた領域を除く、第２半導体
層１９ｂの下面のほぼ全域に対応する領域に形成されている。また、配線部１７ａは、第
２半導体層１９ｂの下面全域に対応する領域から、半導体積層体１９の切り欠き部の底面
に露出するように形成されており、このように露出した配線部１７ａ上には、後記する外
部接続部１７ｃが形成されている。
【００４５】
　配線部１７ａは、ここでは図示を省略したが、具体的には半導体積層体１９の底面積と
ほぼ同程度の面積からなる板状又は層状の部材で構成されている。また、配線部１７ａに
は、図２に示すように、絶縁膜１６の開口突出部１６１が設けられる複数の開口部（符号
省略）が当該開口突出部１６１と同心に形成されている。また、配線部１７ａは、後記す
る内部接続部１７ｂと同様に、活性層１９ｃからの光に対して反射率の高い材料で、かつ
、導電性の高い材料で構成されることが好ましい。
【００４６】
　内部接続部１７ｂは、半導体積層体１９とのオーミック接触性に優れ、活性層１９ｃか
らの光を効率よく反射させる材料が好ましい。内部接続部１７ｂとして透明導電性酸化物
等の透明性材料を用いる場合は、内部接続部１７ｂの下部（基板１１側）にＤＢＲ膜やＡ
ｌ等の反射率の高い材料からなる層を設けてもよい。図２に示すように、内部接続部１７
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ｂは、第１電極１５の突出部１５１が設けられた領域と、第１保護膜１８が設けられた領
域とを除く、第２半導体層１９ｂの下面のほぼ全域に形成されている。また、内部接続部
１７ｂの下面には、配線部１７ａが形成されている。
【００４７】
　内部接続部１７ｂは、第２半導体層１９ｂの下面の面積に対して、７０％以上の面積で
構成されることが好ましく、さらに好ましくは８０％以上の面積で構成され、さらにより
好ましくは９０％以上の面積で構成される。これにより、半導体発光素子１において、内
部接続部１７ｂと第２半導体層１９ｂの間の接触抵抗を低下させることができる。また、
内部接続部１７ｂを第２半導体層１９ｂの面積に対して７０％以上の面積で構成すること
で、活性層１９ｃからの光を第２半導体層１９ｂのほぼ全域で反射させることが可能とな
るため、光の取り出し効率を向上させることができる。
【００４８】
　内部接続部１７ｂは、ここでは図示を省略したが、具体的には半導体積層体１９の底面
積とほぼ同様の面積からなる板状又は層状の部材で構成されており、図２に示すように、
後記する第１保護膜１８を介して、絶縁膜１６の開口突出部１６１が設けられる複数の開
口部（符号省略）が当該開口突出部１６１と同心に形成されている。
【００４９】
　内部接続部１７ｂは、半導体積層体１９からの光を反射させる材料として、Ａｌ，Ｒｈ
およびＡｇから選択された少なくとも一種を含む金属、合金の単層膜または積層膜により
形成することが好ましく、その中でもＡｇまたはＡｇ合金を含む金属膜により形成するこ
とがより好ましい。例えば、内部接続部１７ｂを積層膜により形成する場合には、半導体
積層体１９側がＡｇとなるように、基板１１側から順に積層されたＰｔ／Ｔｉ／Ｎｉ／Ａ
ｇなどが挙げられる。また、内部接続部１７ｂの下部（基板１１側）にＤＢＲ膜を有して
いてもよい。なお、内部接続部１７ｂは、マイグレーション防止のために、カバー電極と
なる別の金属含有層で側面と下側（基板１１側）が完全に被覆された構成であってもよい
。なお、半導体発光素子１は、図２に示すように、内部接続部１７ｂの下部に配線部１７
ａが配置され、内部接続部１７ｂの側面が第１保護膜１８で覆われているため、これらが
マイグレーション防止としての役割も担っている。
【００５０】
　外部接続部１７ｃは、第２電極１７において、外部電源と接続するためのパッド電極と
して機能するものである。外部接続部１７ｃは、図２に示すように、基板１１の上部にお
ける第１保護膜１８から露出するように設けられている。また、外部接続部１７ｃは、よ
り具体的には、配線部１７ａ上に設けられ、第１保護膜１８を貫通して形成されている。
外部接続部１７ｃは、図１に示すように、略半円状に形成されているとともに、図２に示
すように、第１保護膜１８に囲まれ、所定の高さで形成されている。そして、外部接続部
１７ｃは、ここでは図示を省略したが、その上面に導電性ワイヤなどで外部電源と接続す
るためのバンプが形成されている。
【００５１】
　外部接続部１７ｃは、半導体発光素子１の角部以外の領域に設けることが好ましく、こ
こでは図１および図２に示すように、半導体発光素子１において角部を除く外周部の一部
に配置されている。なお、外部接続部１７ｃは、例えば半導体積層体１９を挟むように、
半導体発光素子１の外周部の２箇所又は２箇所以上に配置することが好ましい。また、外
部接続部１７ｃを複数ｎ個設ける場合は、ｎ個の外部接続部１７ｃを半導体発光素子１の
外周部においてｎ回対称の位置に設けることが好ましい。例えば、外部接続部１７ｃを２
つ設ける場合には、半導体発光素子１の中心に対して点対称の位置に、半導体積層体１９
を挟んで対向する位置に配置することが好ましい。このように、外部接続部１７ｃを設け
ることで、外部接続部１７ｃから半導体積層体１９に電流が均等に注入される。
【００５２】
　外部接続部１７ｃは、図１に示すように、基板１１の上部における少なくとも一端（外
周部の一部）で露出するように設けられる。このように外周部に外部接続部１７ｃを設け
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ることにより、外部接続部１７ｃに接続される図示しない導電性ワイヤをできるだけ半導
体積層体１９の上方で光を遮らないように設けることができる。これにより、導電性ワイ
ヤによる光吸収を軽減することができ、光出力が向上する。なお、外部接続部１７ｃは、
外部接続用の導電性ワイヤが発光を遮ることを考慮すると、図１に示すように、半導体発
光素子１の周縁領域に配置するほうが好ましいが、例えば半導体発光素子１の中央領域に
設置しても構わない。また、外部接続部１７ｃの大きさ、形状、個数および位置は特に限
定されず、半導体発光素子１の大きさや半導体積層体１９の大きさおよび形状に応じて適
宜調整することができる。
【００５３】
　第２電極１７（配線部１７ａ、内部接続部１７ｂおよび外部接続部１７ｃ）の厚さは特
に限定されず、所望の特性に応じて適宜調整することができる。また、配線部１７ａおよ
び外部接続部１７ｃの具体例としては、例えばＮｉ，Ｐｔ，Ｐｄ，Ｒｈ，Ｒｕ，Ｏｓ，Ｉ
ｒ，Ｔｉ，Ｚｒ，Ｈｆ，Ｖ，Ｎｂ，Ｔａ，Ｃｏ，Ｆｅ，Ｍｎ，Ｍｏ，Ｃｒ，Ｗ，Ｌａ，Ｃ
ｕ，Ａｇ，Ｙ，Ａｌ，Ｓｉ，Ａｕなどの金属またはこれらの酸化物あるいはこれらの窒化
物により形成することができ、その他にも、ＩＴＯ，ＺｎＯ，Ｉｎ２Ｏ３などの透明導電
性酸化物からなる群から選択された少なくとも一種を含む金属、合金の単層膜または積層
膜により形成することができる。
【００５４】
（第１保護膜（光反射部材）１８）
　第１保護膜１８は、図２に示すように、内部接続部１７ｂと同層に配置される。すなわ
ち、第１保護膜１８は、内部接続部１７ｂと外部接続部１７ｃとの間、および、内部接続
部１７ｂと絶縁膜１６の開口突出部１６１との間をそれぞれ満たすように形成されている
。また、第１保護膜１８は、図２に示すように、半導体積層体１９の外側に露出する絶縁
膜１６の上面を覆うように形成されている。また、第１保護膜１８は、図２に示すように
、配線部１７ａおよび第２保護膜２１の間と、配線部１７ａおよび第２半導体層１９ｂの
間と、絶縁膜１６および第２半導体層１９ｂの間と、絶縁膜１６および第２保護膜２１の
間とに設けられている。
【００５５】
　第１保護膜１８は、ここでは活性層１９ｃから放出された光の一部を反射するための光
反射部材として機能を有していてもよく、そのような機能を得るために、例えば樹脂にＴ
ｉＯ２などの光拡散材を含有させた白樹脂や、分布ブラッグ反射鏡膜などから構成するこ
とができる。また、第１保護膜１８に、光反射部材としてＳｉＯ２などの絶縁膜を用いる
こともでき、絶縁膜が形成された前記各部材との界面で光を反射することができる。また
、第１保護膜１８の厚さは特に限定されず、所望の特性に応じて適宜調整することができ
る。
【００５６】
（半導体積層体１９）
　半導体積層体１９は、半導体発光素子１における発光部を構成するものである。半導体
積層体１９は、図２に示すように、基板１１の上部に配置されている。また、半導体積層
体１９と基板１１との間には、基板側接着層１３、第１電極側接着層１４、第１電極１５
、絶縁膜１６、第２電極１７および第１保護膜１８が配置されている。そして、半導体積
層体１９は、具体的には図２に示すように、第２電極１７の内部接続部１７ｂ上および第
１保護膜１８上に形成されているとともに、第１電極１５の突出部１５１および絶縁膜１
６の開口突出部１６１によって、複数個所が貫かれた状態となっている。なお、前記した
「貫かれた状態」とは、ここでは図２に示すように、突出部１５１および開口突出部１６
１によって、半導体積層体１９の第２半導体層１９ｂおよび活性層１９ｃが完全に貫通さ
れており、かつ、半導体積層体１９の第１半導体層１９ａの下面を貫通して厚さ方向の途
中にまで達した状態のことを意味している。
【００５７】
　半導体積層体１９は、図２に示すように、第１半導体層１９ａ、活性層１９ｃおよび第
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２半導体層１９ｂが上から順に積層された構造を有している。この第１半導体層１９ａ、
第２半導体層１９ｂおよび活性層１９ｃの具体的構成は特に限定されず、例えばＩｎＡｌ
ＧａＰ系、ＩｎＰ系、ＡｌＧａＡｓ系、これらの混晶、ＧａＮ系などの窒化物半導体のい
ずれかで構成することができる。なお、窒化物半導体としては、ＧａＮ，ＡｌＮもしくは
ＩｎＮ，またはこれらの混晶であるＩＩＩ－Ｖ族窒化物半導体（ＩｎＸＡｌＹＧａ１－Ｘ

－ＹＮ（０≦Ｘ，０≦Ｙ，Ｘ＋Ｙ≦１））が挙げられる。さらに、ＩＩＩ族元素は、一部
または全部にＢを用いてもよく、Ｖ族元素は、Ｎの一部をＰ，Ａｓ，Ｓｂで置換した混晶
であってもよい。なお、これらの半導体層は、通常、ｎ型およびｐ型のいずれかの不純物
がドーピングされている。
【００５８】
　ここで、第１半導体層１９ａとは、ｎ型またはｐ型半導体層を指し、第２半導体層１９
ｂとは、第１半導体層１９ａとは異なる導電型、すなわちｐ型またはｎ型半導体層を指し
ている。半導体発光素子１は、ここでは好ましい形態として、第１半導体層１９ａがｎ型
半導体層で構成され、第２半導体層１９ｂがｐ型半導体層で構成されている。本実施形態
の構成では、第２半導体層１９ｂよりも第１半導体層１９ａ内の抵抗を低くすることが好
ましく、これにより、第１電極１５に接続された第１半導体層１９ａ中を電流が拡散しや
すくなるので、第１電極１５の近傍で起こりやすい傾向にある電流集中を緩和することが
可能になる。また、第１半導体層１９ａをｎ型半導体層で構成する場合、例えば、第１半
導体層１９ａの厚さは、１μｍ以上、２０μｍ以下の範囲に設定され、好ましくは、２μ
ｍ以上、１５μｍ以下の範囲に設定する。ｐ型半導体層で構成される第２半導体層１９ｂ
の厚さは、１０ｎｍ以上、５μｍ以下の範囲に設定され、好ましくは、５０ｎｍ以上、１
μｍ以下の範囲に設定する。
【００５９】
　半導体積層体１９を構成する第１半導体層１９ａおよび第２半導体層１９ｂは、それぞ
れ単層構造でもよいし、それぞれ複数の層で構成されていてもよい。また、半導体層間の
接合構造としては、ＭＩＳ接合、ＰＩＮ接合又はＰＮ接合を有したホモ構造、ヘテロ構造
またはダブルへテロ構造などの積層構造であってもよい。すなわち、半導体発光素子１は
、図２に示すように、第１半導体層１９ａ（ｎ型半導体層）と第２半導体層１９ｂ（ｐ型
半導体層）との間に活性層１９ｃを設け、当該活性層１９ｃが発光部となる素子でもよく
、あるいは、第１半導体層１９ａ（ｎ型半導体層）と第２半導体層１９ｂ（ｐ型半導体層
）とが直接接して発光部となる素子でもよい。なお、半導体積層体１９を構成する第１半
導体層１９ａ、第２半導体層１９ｂおよび活性層１９ｃのそれぞれの厚さは特に限定され
ず、所望の特性に応じて適宜調整することができる。
【００６０】
　ここで、半導体積層体１９の側面は、図２に示すように、テーパ状に傾斜して形成され
ることが好ましい。すなわち、半導体積層体１９の側面には、順テーパ状の傾斜が設けら
れている。これにより、半導体発光素子１において、活性層１９ｃから放出された光が半
導体積層体１９のテーパ状の側面から出射されやすくなり、光の取り出し効率が向上する
。
【００６１】
　半導体積層体１９の上面には、図２に示すように、複数の凹部１９１が形成されている
。この凹部１９１は、第１半導体層１９ａの上面において、突出部１５１の上部に対応す
る領域以外の領域に所定深さで複数形成されている。突出部１５１の上部に対応する領域
とは、突出先端部１５１ｂを第１半導体層１９ａの上面に平行投影した領域をいい、突出
先端部１５１ｂが円錐台形状の場合は突出先端部１５１ｂの底面の投影領域をいう。すな
わち、本実施形態では、凹部１９１は、第１半導体層１９ａの上面において、突出部１５
１の上部に対応する領域を除いて設けられており、突出部１５１の上部に対応する領域を
挟んで設けられた２つの凹部１９１間の距離ｃは、突出先端部１５１ｂの幅よりも大きい
。突出先端部１５１ｂが円錐台形状の場合には、突出部１５１の上部に対応する領域を挟
んで設けられた２つの凹部１９１間の距離ｃは、突出先端部１５１ｂ底面の幅ｄよりも大
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きいことが好ましい。ここで、凹部１９１間の距離ｃとは、１つの凹部１９１の側面の上
端から他の凹部１９１の側面の上端までの距離を示す。
【００６２】
　以上のように、半導体発光素子１は、突出部１５１の上部に対応する領域を避けるよう
に第１半導体層１９ａの上面に凹部１９１が形成されているため、突出部１５１近傍にお
ける第１半導体層１９ａの厚さａが、凹部１９１が形成された部分における第１半導体層
１９ａの厚さｂよりも厚くなり、突出部１５１近傍における第１半導体層１９ａでは、電
流が上方向と横方向とに拡散しやすくなる。これにより、突出部１５１近傍における第１
半導体層１９ａ内の抵抗が上昇するのを抑制でき、半導体発光素子１として駆動電圧の上
昇を抑制することができる。また、突出部１５１近傍における第１半導体層１９ａの横方
向に電流を拡散させたとしても、突出部１５１近傍の電流密度は高くなる傾向がある。し
たがって、突出部１５１の近くに位置する活性層の発光強度は高くなる。しかしながら、
本実施形態では、突出部１５１の近くの活性層において発光した光を、突出部１５１の上
部に対応する領域の周りを取り囲むように形成された凹部１９１により効果的に外部に取
り出すことが可能になる。したがって、本実施形態の半導体発光素子１は、光の取り出し
効率の低下を抑えつつ、抵抗の上昇を抑えることができる。
【００６３】
　また、凹部１９１は、図３（ａ）、（ｂ）に示すように、突出部１５１を第１半導体層
１９ａ上に投影した領域を避けるように、当該領域の周囲に形成されていることが好まし
い。そして、凹部１９１は、図３（ａ）に示すように、隣接する２つの突出部１５１間に
対応する領域に複数（ここでは２個）形成されている。なお、前記した「隣接する２つの
突出部１５１間に対応する領域」とは、具体的には図３（ａ）に示すように、隣接する２
つの突出部１５１同士を結ぶ仮想線上の領域のことを示している。また、図示は省略して
いるものの、凹部１９１は、図３（ａ）に示すような突出部１５１の行列方向のみならず
、斜め方向にも複数形成されている。このように、半導体発光素子１は、第１半導体層１
９ａの上面に複数の凹部１９１を備えることで、活性層１９ｃから放出された光を第１半
導体層１９ａの上面で拡散させて光の取り出し効率を向上させることができる。なお、図
１では図示を省略したが、前記した凹部１９１は、第１半導体層１９ａの上面全面に形成
されている。複数の凹部１９１の底部の面積の合計は、第１半導体層１９ａの上面（凹部
１９１の底部の面積を含む上面全体）の面積の４０～５０％の範囲内であることが好まし
い。
【００６４】
　凹部１９１は、具体的には図４に示すように、略六角形状に形成されており、第１半導
体層１９ａの上面が六角柱状に除去された形状を有している。なお、凹部１９１の個数は
特に限定されず、所望の特性に応じて適宜調整することができる。
【００６５】
　ここで、凹部１９１の底部を含む第１半導体層１９ａの上面には、図２に示すように、
粗面部１９２が形成されている。この粗面部１９２の凹凸は、凹部１９１よりも浅い高低
差で、かつ凹部１９１のピッチよりも狭いピッチでランダムに設けられている。すなわち
、粗面部１９２は、凹部１９１よりも小さな凹凸で形成されている。このように、半導体
発光素子１は、凹部１９１の底部を含む第１半導体層１９ａの上面全体に粗面部１９２が
設けられているため、第１半導体層１９ａの上面全体で光を拡散させることができる。
【００６６】
　また、１つの凹部１９１の底部の面積は、１つの突出先端部１５１ｂの底面の面積より
も小さいことが好ましい。これにより、半導体発光素子１は、電流が集中し易い突出部１
５１近傍の第１半導体層１９ａの厚みを維持できるため第１半導体層１９ａ内の抵抗の上
昇を抑制することができる。また、突出部１５１間には複数の凹部１９１を設けているが
、図４で示すように第１半導体層１９ａの厚い部分（図２の厚みａの部分）は繋がってい
るため、半導体積層体１９全体に電流を拡散させることができる。
【００６７】
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　また、第１半導体層１９ａの上面に形成された凹部１９１のうち、突出部１５１間に対
応する領域に形成された隣り合う凹部１９１間の距離ｅは、突出部１５１の幅ｄよりも小
さいことが好ましい。
【００６８】
　ここで、前記した凹部１９１間の距離ｃ、突出先端部１５１ｂの底面の幅ｄおよび凹部
１９１間の距離ｅは、半導体発光素子１の大きさによって異なるが、例えばそれぞれｃ＝
８０～１５０μｍ、ｄ＝３０～７０μｍ、ｅ＝１～５０μｍの範囲とすることができる。
【００６９】
（貫通孔２０）
　半導体積層体１９には、図１および図２に示すように、複数の貫通孔２０が形成されて
いる。この貫通孔２０は、第２半導体層１９ｂ、活性層１９ｃおよび第１半導体層１９ａ
の一部が除去されて形成されたものであり、第２半導体層１９ｂおよび活性層１９ｃが円
形状に貫通しており、内部に絶縁膜１６の開口突出部１６１および第１電極１５の突出部
１５１が設けられている。
【００７０】
　貫通孔２０は、図１および図２に示すように、開口突出部１６１の外形に対応して、そ
れぞれ略円錐台形状に形成されている。また、貫通孔２０は、図１に示すように平面視す
ると、開口断面形状（基板１１に平行な断面における断面形状）が真円状に形成され、半
導体積層体１９に４８個形成されている。なお、半導体発光素子１は、このように貫通孔
２０を真円状に形成することで、半導体積層体１９における発光に寄与しない領域を最小
化することができる。
【００７１】
（第２保護膜２１）
　第２保護膜２１は、半導体積層体１９を埃、塵の付着などによる電流のショートや物理
的ダメージから保護するための層である。第２保護膜２１は、図２に示すように、半導体
積層体１９の側面および上面の縁を覆うように形成されている。なお、第２保護膜２１は
、半導体積層体１９の上面を全て覆うように形成しても構わない。
【００７２】
　第２保護膜２１の厚さは特に限定されず、所望の特性に応じて適宜調整することができ
る。また、第２保護膜２１の具体例としては、絶縁膜１６および第１保護膜１８と同様に
、例えばＳｉ，Ｔｉ，Ｖ，Ｚｒ，Ｎｂ，Ｈｆ，Ｔａ，Ａｌ，Ｂからなる群から選択された
少なくとも一種の元素を含む酸化膜、窒化膜、酸化窒化膜などで構成することができ、特
に、ＳｉＯ２，ＺｒＯ２，ＳｉＮ，ＳｉＯＮ，ＢＮ，ＳｉＣ，ＳｉＯＣ，Ａｌ２Ｏ３，Ａ
ｌＮ，ＡｌＧａＮ，Ｎｂ２Ｏ５などで構成することができる。また、第２保護膜２１は、
単一の材料の単層膜または積層膜で構成してもよく、異なる材料の積層膜で構成してもよ
い。
【００７３】
　以上のような構成を備える半導体発光素子１は、電流の集中しやすい第１電極１５と第
１半導体層１９ａとの接触部、すなわち突出部１５１の上部に凹部１９１が形成されてい
ない。そのため、半導体発光素子１は、突出部１５１上の第１半導体層１９ａの厚みがそ
の他の部分よりも厚くなり、突出部１５１近傍の電流が凹部１９１に阻害されることがな
く、第１半導体層１９ａ内の抵抗の上昇を抑えることができる。また、半導体発光素子１
は、第１電極１５と第１半導体層１９ａとを突出部１５１によって接触させることで、活
性層１９ｃの面積の減少を最小限に止めることができ、比較的大きい活性層の面積を確保
できる。従って、半導体発光素子１によれば、光の取り出し効率の低下を抑えることがで
きる。
【００７４】
［半導体発光素子の製造方法］
　以下、本発明の第１実施形態に係る半導体発光素子１の製造方法について、図５～図７
を参照（構成については図１～図４参照）しながら説明する。なお、以下で参照する図５
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～図７は、前記した図２と同様に、図１のＡ－Ａ断面に相当する断面図であり、貫通孔２
０、第１電極１５の突出部１５１および絶縁膜１６の開口突出部１６１をそれぞれ３個だ
け図示し、その他の構成を省略している。
【００７５】
　半導体発光素子１の製造方法は、まず図５（ａ）に示すように、サファイア基板Ｓｂ上
に第１半導体層１９ａ、活性層１９ｃおよび第２半導体層１９ｂからなる半導体積層体１
９を結晶成長させ、第２半導体層１９ｂ上の所定領域に、例えばスパッタリングを利用し
て第２電極１７の内部接続部１７ｂを形成する。次に、半導体発光素子１の製造方法は、
図５（ｂ）に示すように、第２半導体層１９ｂ上における内部接続部１７ｂ間に、例えば
スパッタリングを利用して第１保護膜１８を形成する。次に、半導体発光素子１の製造方
法は、図５（ｃ）に示すように、内部接続部１７ｂ上および第１保護膜１８上の所定領域
に、例えばスパッタリングを利用して配線部１７ａを形成する。
【００７６】
　次に、半導体発光素子１の製造方法は、図５（ｄ）に示すように、例えばドライエッチ
ングによって第１保護膜１８、第２半導体層１９ｂ、活性層１９ｃおよび第１半導体層１
９ａを部分的に除去して貫通孔２０を形成する。この貫通孔２０は、前記したように、第
１電極１５の突出部１５１および絶縁膜１６の開口突出部１６１を設けるためのものであ
る。次に、半導体発光素子１の製造方法は、図５（ｅ）に示すように、配線部１７ａ上、
第１保護膜１８上および貫通孔２０内に、例えばスパッタリングを利用して絶縁膜１６を
形成する。次に、半導体発光素子１の製造方法は、図５（ｆ）に示すように、例えばドラ
イエッチングによって貫通穴２０の第１半導体１９ａ上に形成された絶縁膜１６を除去し
て第１半導体層１９ａを露出させる。
【００７７】
　次に、半導体発光素子１の製造方法は、図６（ａ）に示すように、絶縁膜１６上、貫通
孔２０内に、例えばスパッタリングを利用して第１電極１５を厚めに形成する。このとき
、第１電極１５は、突出本体部１５１ａと第１半導体層１９ａに接する突出先端部１５１
ｂとを異なる材料で形成してもよい。つまり、当該製造方法では、突出先端部１５１ｂを
はじめに貫通孔２０内に設け、その後に、第１電極１５を貫通孔２０内および絶縁膜１６
上に設けるようにしている。次に、半導体発光素子１の製造方法は、図６（ｂ）に示すよ
うに研磨、例えばＣＭＰ（ Chemical Mechanical Polishing）によって第１電極１５を平
坦化する。次に、半導体発光素子１の製造方法は、図６（ｃ）に示すように、平坦化した
第１電極１５上に、例えばスパッタリングを利用して第１電極側接着層１４を形成する。
【００７８】
　次に、半導体発光素子１の製造方法は、図６（ｄ）に示すように、基板側接着層１３が
形成された基板１１を用意し、図６（ｅ）に示すように、基板１１の基板側接着層１３と
第１電極側接着層１４とを貼り合わせる。次に、半導体発光素子１の製造方法は、図６（
ｆ）に示すように、レーザーリフトオフ法によって、サファイア基板Ｓｂ側からレーザー
光を照射してサファイア基板Ｓｂと半導体積層体１９（具体的には第１半導体層１９ａ）
との界面を分解し、サファイア基板Ｓｂを剥離する。以上説明した図５（ａ）～図６（ｅ
）までの工程を、半導体発光素子１の製造方法における「準備工程」と定義する。
【００７９】
　次に、半導体発光素子１の製造方法は、図７（ａ）に示すように、反応性イオンエッチ
ング（Reactive Ion Etching：ＲＩＥ）によって、第１半導体層１９ａの上面における、
突出部１５１の上部に対応する領域以外の領域および突出部１５１間に対応する領域に複
数の凹部１９１を形成する。これにより、第１半導体層１９ａの上面に微細な凹部１９１
を形成することができる。この工程を、半導体発光素子１の製造方法における「凹部形成
工程」と定義する。
【００８０】
　なお、凹部形成工程では、ナノインプリントによって凹部１９１のパターンを形成して
もよい。また、凹部形成工程では、図７（ａ）に示すように、半導体積層体１９の周縁領
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域についても第１保護膜１８が露出するまでエッチングを行い、半導体積層体１９の側面
を順テーパ状に形成する。
【００８１】
　次に、半導体発光素子１の製造方法は、図７（ｂ）に示すように、水酸化テトラメチル
アンモニウム（Tetramethylammonium hydroxide：ＴＭＡＨ）溶液を用いたウェットエッ
チングによって、凹部１９１の底部を含む第１半導体層１９ａの上面を粗面化し、粗面部
１９２を形成する。これにより、凹部１９１の底部を含む第１半導体層１９ａの上面全面
に、より微細な粗面部１９２を形成することができる。この工程を、半導体発光素子１の
製造方法における「粗面部形成工程」と定義する。
【００８２】
　次に、半導体発光素子１の製造方法は、図７（ｃ）に示すように、半導体積層体１９か
ら露出した第１保護膜１８を、例えばウェットエッチングによってエッチングして配線部
１７ａを露出させる。次に、半導体発光素子１の製造方法は、図７（ｄ）に示すように、
露出した配線部１７ａ上に外部接続部１７ｃを形成する。
【００８３】
　次に、半導体発光素子１の製造方法は、図７（ｅ）に示すように、半導体積層体１９の
側面に、例えばスパッタリングを利用して第２保護膜２１を形成する。そして、半導体発
光素子１の製造方法は、図７（ｆ）に示すように、最後に基板１１の下面に、例えばスパ
ッタリングを利用して裏面接着層１２を形成する。以上の工程により、図１～図４に示す
ような半導体発光素子１を製造することができる。
【００８４】
　すなわち、半導体発光素子の製造方法は、成長基板を用いて第１半導体層、活性層およ
び第２半導体層からなる半導体積層体を形成し、前記第２半導体層および前記活性層を貫
通する複数の突出部を有する第１電極を形成し、前記第２半導体層の下面に第２電極を形
成する素子準備工程と、前記第１半導体層の上面において、前記突出部の上部に対応する
領域以外の領域および前記突出部間に対応する領域に複数の凹部を形成する凹部形成工程
と、前記凹部の底部を含む前記第１半導体層の上面に粗面部を形成する粗面部形成工程と
、を含むことができる。
【００８５】
　このような手順を行う半導体発光素子の製造方法は、突出部上の第１半導体層の厚みを
その他の部分よりも厚く形成することができるため、突出部近傍の電流が凹部に阻害され
ることのない半導体発光素子を製造することができる。また、半導体発光素子の製造方法
は、第１電極と第１半導体層とを突出部によって接触させることで、活性層の面積の減少
を最小限に止めることができ、比較的大きい活性層の面積を確保できる。さらにまた、第
１半導体層の上面全体に粗面部を設けることで、第１半導体層の上面全体で光を拡散させ
ることができる半導体発光素子を製造することができる。
【００８６】
＜第２実施形態＞
　本発明の第２実施形態に係る半導体発光素子１Ａの構成について、図８を参照しながら
説明する。ここで、半導体発光素子１Ａは、突出部１５１および開口突出部１６１の位置
以外は前記した半導体発光素子１と同様の構成を備えている。従って、以下では、前記し
た半導体発光素子１と重複する構成および製造方法について説明を省略する。
【００８７】
　半導体発光素子１Ａは、図８に示すように、突出部１５１が平面視で斜め方向に配列さ
れている。すなわち、半導体発光素子１Ａは、平面視した場合において、突出部１５１が
矩形状の半導体発光素子１Ａの対角線方向に等間隔で配列されている。また、この突出部
１５１の周囲に形成された開口突出部１６１も、突出部１５１に対応して斜め方向に配列
されている。このような構成を備える半導体発光素子１Ａは、複数の突出部１５１が規則
正しく斜め方向に分散配置されているため、第１半導体層１９ａに電流が均一に広がりや
すくなる。そのため、半導体発光素子１Ａは、第１半導体層１９ａ内の抵抗の上昇を抑え
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ることができる。
【００８８】
＜第３実施形態＞
　本発明の第３実施形態に係る半導体発光素子１Ｂの構成について、図９を参照しながら
説明する。ここで、半導体発光素子１Ｂは、突出部１５１Ａおよび開口突出部１６１Ａの
形状以外は前記した半導体発光素子１と同様の構成を備えている。従って、以下では、前
記した半導体発光素子１と重複する構成および製造方法について説明を省略する。
【００８９】
　半導体発光素子１Ｂは、図９に示すように、突出部１５１Ａが平面視で楕円形状に形成
されている。すなわち、半導体発光素子１Ｂは、平面視した場合において、突出部１５１
Ａの上面が楕円形状であり、当該楕円形状の上面によって第１半導体層１９ａと接触して
いる。また、この突出部１５１Ａの周囲に形成された開口突出部１６１Ａも、突出部１５
１Ａと同様に楕円形状に形成されている。このような構成を備える半導体発光素子１Ｂは
、突出部１５１Ａの断面形状を楕円形状にすることで、例えば突出部１５１Ａを断面真円
状に形成する場合と比較して、当該突出部１５１Ａと第１半導体層１９ａとの接触面積が
拡大するため、第１半導体層１９ａに電流が広がりやすくなる。そのため、半導体発光素
子１Ｂは、第１半導体層１９ａ内の抵抗の上昇を抑えることができる。
【００９０】
＜第４実施形態＞
　本発明の第４実施形態に係る半導体発光素子１Ｃの構成について、図１０を参照しなが
ら説明する。ここで、半導体発光素子１Ｃは、突出部１５１Ｂおよび開口突出部１６１Ｂ
の形状以外は前記した半導体発光素子１と同様の構成を備えている。従って、以下では、
前記した半導体発光素子１と重複する構成および製造方法について説明を省略する。
【００９１】
　半導体発光素子１Ｃは、図１０に示すように、突出部１５１Ｂが平面視で行方向または
列方向に線状に形成されている。すなわち、半導体発光素子１Ｃは、平面視した場合にお
いて、前記した半導体発光素子１Ｃの列方向（上下方向）に配列された突出部１５１を全
て連結した細長い楕円形状で形成されており、当該楕円形状の上面によって第１半導体層
１９ａと面接触している。また、この突出部１５１Ｂの周囲に形成された開口突出部１６
１Ｂも、突出部１５１Ｂと同様に線状に形成されている。このような構成を備える半導体
発光素子１Ｃは、突出部１５１Ｂの断面形状を線状にすることで、例えば突出部１５１Ｂ
を点状に複数形成した場合と比較して、当該突出部１５１Ｂと第１半導体層１９ａとの接
触面積が拡大するため、第１半導体層１９ａに電流が広がりやすくなる。そのため、半導
体発光素子１Ｃは、第１半導体層１９ａ内の抵抗の上昇を抑えることができる。
【００９２】
＜第５実施形態＞
　本発明の第５実施形態に係る半導体発光素子１Ｄの構成について、図１１（ａ）（ｂ）
を参照しながら説明する。この第５実施形態の半導体発光素子１Ｄは、第１半導体層１９
ａの表面に形成された凹部２９１が第１実施形態の半導体発光素子１より高い密度で形成
されている点を除いて、第１実施形態と同様に構成される。従って、以下の説明では、第
１実施形態の半導体発光素子１と同様の構成については、図１１において図１～３と同様
の符号を付しており適宜説明は省略する。また、製造方法についても第１実施形態と同様
であり説明を省略する。ここで、凹部２９１が高い密度で形成されるとは、単位面積当た
りで凹部１９１の個数よりも凹部２９１の個数が多いことをいう。第５の実施形態では、
第１実施形態に比べて凹部２９１の底部の面積が小さく、かつ第１領域３０の最小幅より
も、隣接する凹部２９１間の距離が狭くなるよう、凹部２９１が高密度で配置されている
。詳細には、第５実施形態では、平面視で最大幅が８μｍの六角形の凹部２９１が、隣接
する凹部２９１と約４μｍ離間して、１００μｍ２あたりに１００～２００個配置されて
いる。
【００９３】
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　詳細には、第５実施形態の半導体発光素子１Ｄにおいて、第１半導体層１９ａの上面は
、突出部１５１を投影した領域からなる第１領域３０と、第１領域を除く領域からなる第
２領域６０とを含む。また、第１領域３０は、突出先端部１５１ｂを第１半導体層の上面
に投影した領域（突出先端部１５１ｂが円錐台形状の場合は突出先端部１５１ｂの底面を
投影した領域）３１を含む。また、突出先端部１５１ｂが円錐台形状の場合には、領域３
１はさらに、突出先端部１５１ｂの先端面を投影した領域３２を含む。
【００９４】
　第５実施形態の半導体発光素子１Ｄでは、凹部２９１は、第１半導体層１９ａの上面に
おいて、突出先端部１５１ｂを第１半導体層の上面に投影した領域３１を除いた領域に形
成され、好ましくは、第１領域３０を除いた第２領域に形成され、より好ましくは、図１
１に示すように、第１領域３０を取り囲む凹部２９１が第１領域３０の外周に接しないよ
うに形成される。すなわち、第５実施形態の半導体発光素子１Ｄでは、第１領域３０を取
り囲む凹部２９１が高い密度で形成されることにより、突出部１５１の上方に凸部５０が
形成される（規定される）ことになる。その凸部５０は、第１領域３０の内部又は第１領
域３０と一致するように形成されていてもよいが、好ましくは、第１領域３０を内包する
ように形成される。ここで、凸部５０が第１領域３０を内包するように形成されるとは、
凹部２９１が第１領域３０の外周に接しないように形成されて凸部５０が第１領域３０を
内部に含むことをいう。また、第５実施形態に係る半導体発光素子１Ｄにおいて、凹部２
９１は、第１領域の最小幅より狭い間隔で形成されている。ここで、第１領域の最小幅と
は、第１領域３０が円形の場合は、その直径をいい、第１領域３０が長方形の場合は、短
辺の長さをいい、第１領域３０が正方形の場合は、一辺の長さをいい、第１領域３０が楕
円形の場合は、短軸の長さをいう。
【００９５】
　以上のように構成された第５実施形態の半導体発光素子１Ｄでは、凹部２９１が、第１
半導体層１９ａの上面において、少なくとも領域３２を除いた領域に形成されていること
から、第１実施形態の半導体発光素子１と同様、突出部１５１上の第１半導体層１９ａに
おける電流の集中を緩和できる。
【００９６】
　また、第５実施形態の半導体発光素子１Ｄでは、隣接する凹部２９１が第１領域の最小
幅より狭い間隔になるように高い密度で形成されているので、第１実施形態の半導体発光
素子１に比較してより光の取り出し効率を高くできる。
　尚、第２領域において、凹部２９１が第１領域の最小幅より狭い間隔で設けられており
、凹部２９１間の膜厚の厚い第１半導体層により構成される１つ１つの電流路の抵抗は高
くなる傾向にある。しかしながら、第５実施形態の半導体発光素子では、第２領域におい
て、凹部２９１が高い密度で形成されているので、電流路の数が多くなり、全体としての
抵抗の上昇を抑えることができる。したがって、第５実施形態の半導体発光素子１Ｄのよ
うに、隣接する凹部２９１間の間隔を第１領域の最小幅より狭くして凹部２９１を高い密
度で形成しても、第１半導体層１９ａの厚い部分（電流路）が多く各々が繋がっているた
め、第２領域における電流の拡散が阻害されることはなく、突出部から離れた位置におけ
る発光強度の低下及び発光ムラは抑えられる。したがって、第５実施形態の半導体発光素
子では、突出部１５１から離れた位置における発光強度の低下及び発光ムラを抑えつつ、
凹部２９１の密度を光の取り出し効率を考慮して最適化することができる。
【００９７】
＜第６実施形態＞
　本発明の第６実施形態に係る半導体発光素子１Ｅの構成について、図１２を参照しなが
ら説明する。この第６実施形態の半導体発光素子１Ｅは、第１半導体層１９ａの表面に形
成された凹部３９１の構成が第１実施形態の半導体発光素子１と異なっている以外は、第
１実施形態と同様に構成される。以下、第１実施形態の半導体発光素子１と異なる第１半
導体層１９ａの表面の構成、特に凹部３９１の構成について詳細に説明する。
【００９８】
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　第６実施形態において、第１電極１５は第１実施形態と同様、行列状に配列された突出
部１５１を有し、行列状に配列された突出部１５１にそれぞれ対応して第１半導体層１９
ａの表面に第１領域が行列状に定義される。第６実施形態では、第１領域の内部、又は第
１領域を内包するように、第１半導体層１９ａの上面に、他の部分に比較して厚さが厚く
なった凸部５１を形成する。ここで、凸部５１は、中心が第１領域の中心と一致するよう
に設けられることが好ましく、これにより凸部５１が第１半導体層１９ａの表面に突出部
１５１と同様、行列状に配列される。このように構成された第５実施形態の凸部５１は、
図１２に示すように、第１半導体層１９ａの表面にそれぞれ中心が正方格子の格子点と一
致するように配列される。
【００９９】
　また、第２領域には、隔壁３９２によって区切られた複数の凹部３９１が形成される。
隔壁３９２は、（ａ）正方格子の２つの対角方向のうちの一方の対角方向に形成された第
１隔壁３９２ａと（ｂ）正方格子の２つの対角方向のうちの他方の対角方向に形成された
第２隔壁３９２ｂとを含む。第１隔壁３９２ａと第２隔壁３９２ｂは、交差する部分で切
れ目なく繋がっており、それぞれ第１隔壁３９２ａと第２隔壁３９２ｂによって区切られ
た凹部３９１が形成される。第１隔壁３９２ａの一部は、複数の第１領域にそれぞれ形成
された第１半導体層が厚くなることにより形成された凸部５１のうち一方の対角方向に並
んだ凸部５１を接続しており、第２隔壁３９２ｂの一部は、凸部５１のうち他方の対角方
向に並んだ凸部５１を接続している。
【０１００】
　この第６の本実施形態では、一方の対角方向に並んだ凸部５１を接続している第１隔壁
３９２ａの他に、直接凸部５１には接続されていない第１隔壁３９２ａが形成され、他方
の対角方向に並んだ凸部５１を接続している第２隔壁３９２ｂの他に、直接凸部５１には
接続されていない第２隔壁３９２ｂが形成されている。このように構成された第６の実施
形態の半導体発光素子において、凸部（第１領域）の数より多い数の凹部が高い密度で形
成される。例えば、図１２に示す例では、一方の対角方向に並んだ凸部５１を接続してい
る第１隔壁３９２ａの間に、直接凸部５１には接続されていない第１隔壁３９２ａが２つ
形成され、他方の対角方向に並んだ凸部５１を接続している第２隔壁３９２ｂの間に、直
接凸部には接続されていない第２隔壁３９２ｂが２つ形成されている。その結果、凸部５
１（又は第１領域）の数の７倍以上の数の凹部３９１が形成される。尚、直接凸部５１に
は接続されていない第１隔壁３９２ａは、第２隔壁３９２ｂを介して凸部５１に接続され
ており、直接凸部５１には接続されていない第２隔壁３９２ｂは、第１隔壁３９２ａを介
して凸部５１には接続されている。
【０１０１】
　以上のように構成された第６実施形態の半導体発光素子１Ｅでは、突出部１５１の上の
第１半導体層１９ａの上面に、他の部分に比較して厚さの厚い凸部５１が形成されている
ので、第１実施形態の半導体発光素子１と同様、突出部１５１上の第１半導体層１９ａに
おける電流の集中を緩和できる。
【０１０２】
　また、第６実施形態の半導体発光素子１Ｅでは、凹部３９１が高い密度で形成されてい
るので、第１実施形態の半導体発光素子１に比較してより光の取り出し効率を高くできる
。
【０１０３】
　また、第６実施形態の半導体発光素子１Ｅにおいて、第１隔壁３９２ａと第２隔壁３９
２ｂが形成された部分は、第１半導体層が厚くなっており、この第１隔壁３９２ａと第２
隔壁３９２ｂとによって電流路が格子（網目）状に形成される。したがって、第６実施形
態の半導体発光素子では、第１隔壁３９２ａと第２隔壁３９２ｂとによって構成された格
子（網目）状の電流路により、凸部５１の周辺に集中する電流を横方向に拡散させ、第１
半導体層１９ａ内における抵抗の上昇を抑制することができる。また、突出部から離れた
位置における発光強度の低下及び発光ムラを抑制することが可能になる。したがって、第
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６実施形態の半導体発光素子では、突出部１５１から離れた位置における発光強度の低下
及び発光ムラを抑えつつ、凹部３９１の密度を光の取り出し効率を考慮して最適化するこ
とができる。
【０１０４】
　さらに、第６実施形態の半導体発光素子１Ｅでは、直接凸部５１には接続されていない
第１隔壁３９２ａの数と、直接凸部には接続されていない第２隔壁３９２ｂの数とを適宜
設定することにより、容易に凹部４９１の数（凹部４９１の密度）を調整できる。
【０１０５】
＜第７実施形態＞
　本発明の第７実施形態に係る半導体発光素子１Ｆの構成について、図１３を参照しなが
ら説明する。第７実施形態の半導体発光素子は、複数の第１領域の内部又は内包するよう
にそれぞれ形成された複数の凸部５１が、それぞれ中心が正方格子の格子点と一致するよ
うに配置されている点は、第６実施形態と同様であるが、隔壁４９２の平面視の形状が第
６実施形態とは異なっている。尚、第１領域を除く第２領域に隔壁４９２によって区切ら
れた複数の凹部４９１が形成されている点では第６実施形態と同様である。
【０１０６】
　第７実施形態の半導体発光素子において、隔壁４９２は、（ａ）正方格子の２つの対角
方向のうちの一方の対角方向に形成された第１隔壁４９２ａと（ｂ）正方格子の２つの対
角方向のうちの他方の対角方向に形成された第２隔壁４９２ｂと、（ｃ）正方格子の一辺
に平行に形成された第３隔壁４９２ｃと、（ｄ）正方格子の前記一辺に直交する方向に形
成された第４隔壁４９２ｄと、を含む。
【０１０７】
　第１隔壁４９２ａは、複数の第１領域にそれぞれ形成された第１半導体層１９ａが厚く
なることにより形成された凸部５１のうち一方の対角方向に並んだ凸部５１を接続してお
り、第２隔壁４９２ｂは、凸部５１のうち他方の対角方向に並んだ凸部５１を接続してい
る。
【０１０８】
　第３隔壁４９２ｃは、隣り合う凸部５１間を接続する第３隔壁４９２ｃ１を少なくとも
含み、さらに第１隔壁４９２ａと第２隔壁４９２ｂを接続する第３隔壁４９２ｃ２を含ん
でいてもよい。第４隔壁４９２ｄは、正方格子の一辺に直交するように形成されており、
隣り合う凸部５１間を接続する第４隔壁４９２ｄ１を少なくとも含み、さらに第１隔壁４
９２ａと第２隔壁４９２ｂを接続する第４隔壁４９２ｄ２を含んでいてもよい。
【０１０９】
　以上のようにして、単位格子により規定される単位領域に、１２個の凹部４９１が形成
される。具体的には、単位領域に、
　（ａ）第３隔壁４９２ｃ１と第３隔壁４９２ｃ２と第１隔壁４９２ａと第２隔壁４９２
ｂとに囲まれた平面形状が台形の凹部４９１ａが２つ、
　（ｂ）２つの第３隔壁４９２ｃ２と第１隔壁４９２ａと第２隔壁４９２ｂとに囲まれた
平面形状が台形の凹部４９１ｂが２つ、
　（ｃ）第３隔壁４９２ｃ２と第１隔壁４９２ａと第２隔壁４９２ｂとに囲まれた平面形
状が三角形の凹部４９１ｃが２つ、
　（ｄ）第４隔壁４９２ｄ１と第４隔壁４９２ｄ２と第１隔壁４９２ａと第２隔壁４９２
ｂとに囲まれた平面形状が台形の凹部４９１ｄが２つ、
　（ｅ）２つの第４隔壁４９２ｄ２と第１隔壁４９２ａと第２隔壁４９２ｂとに囲まれた
平面形状が台形の凹部４９１ｅが２つ、
　（ｆ）第４隔壁４９２ｄ２と第１隔壁４９２ａと第２隔壁４９２ｂとに囲まれた平面形
状が三角形の凹部４９１ｆが２つ、
　の計１２個の凹部４９１が高い密度で形成される。
【０１１０】
　以上のように構成された第７実施形態の半導体発光素子１Ｆでは、突出部１５１の上の
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第１半導体層１９ａの上面に、他の部分に比較して厚さの厚い凸部５１が形成されている
ので、第１実施形態の半導体発光素子１と同様、突出部１５１上の第１半導体層１９ａに
おける電流の集中を緩和できる。
【０１１１】
　また、第７実施形態の半導体発光素子１Ｆでは、凹部４９１が高い密度で形成されてい
るので、第１実施形態の半導体発光素子１に比較してより光の取り出し効率を高くできる
。
【０１１２】
　また、第７実施形態の半導体発光素子１Ｆにおいて、第１隔壁４９２ａ、第２隔壁４９
２ｂ、第３隔壁４９２ｃ及び第４隔壁４９２ｄが形成された部分は、第１半導体層１９ａ
が厚くなっており、第１隔壁４９２ａ、第２隔壁４９２ｂ、第３隔壁４９２ｃ及び第４隔
壁４９２ｄにより電流路が格子（網目）状に形成される。したがって、第７実施形態の半
導体発光素子では、この格子（網目）状の電流路により、凸部５１の周辺に集中する電流
を横方向に拡散させ、第１半導体層１９ａ内における抵抗の上昇を抑制することができる
。また、突出部から離れた位置における発光強度の低下及び発光ムラを抑制することが可
能になる。したがって、第７実施形態の半導体発光素子では、突出部１５１から離れた位
置における発光強度の低下及び発光ムラを抑えつつ、凹部４９１の密度を光の取り出し効
率を考慮して最適化することができる。
【０１１３】
　さらに、第７実施形態の半導体発光素子１Ｆでは、第１隔壁４９２ａと第２隔壁４９２
ｂを接続する第３隔壁４９２ｃ２と、第１隔壁４９２ａと第２隔壁４９２ｂを接続する第
４隔壁４９２ｄ２の数を適宜設定することにより、容易に凹部４９１の数（凹部４９１の
密度）を調整できる。
【０１１４】
　以上、本発明に係る半導体発光素子およびその製造方法について、発明を実施するため
の形態および実施例により具体的に説明したが、本発明の趣旨はこれらの記載に限定され
るものではなく、特許請求の範囲の記載に基づいて広く解釈されなければならない。また
、これらの記載に基づいて種々変更、改変などしたものも本発明の趣旨に含まれることは
いうまでもない。
【０１１５】
　また、前記した半導体発光素子１，１Ａ，１Ｂ，１Ｃ，１Ｄ，１Ｅ，１Ｆは、メッキに
よって半導体積層体１９上にメッキ部材を形成し、当該メッキ部材を基板１１や基板側接
着層１３として利用することもできる。あるいは、半導体発光素子１，１Ａ，１Ｂ，１Ｃ
，１Ｄ，１Ｅ，１Ｆは、基板１１自体を設けない構成でもよく、例えば基板１１を備えて
いない半導体発光素子１，１Ａ，１Ｂ，１Ｃ，１Ｄ，１Ｅ，１Ｆを、図示しない発光装置
の載置部や基台上に直接実装しても構わない。
【０１１６】
　また、前記した半導体発光素子１，１Ａ，１Ｂ，１Ｃ，１Ｄ，１Ｅ，１Ｆは、図２に示
すように、半導体積層体１９の側面に順テーパ状の傾斜が設けられていたが、逆テーパ状
の傾斜が設けられるようにしても構わない。これにより、半導体発光素子１，１Ａ，１Ｂ
，１Ｃ，１Ｄ，１Ｅ，１Ｆは、活性層１９ｃから放出された光が半導体積層体１９の側面
（具体的には内部の側面）で反射され、当該半導体発光素子１，１Ａ，１Ｂ，１Ｃ，１Ｄ
，１Ｅ，１Ｆの上方に光が取り出される。
【０１１７】
　一方、前記した半導体発光素子１，１Ａ，１Ｂ，１Ｃ，１Ｄ，１Ｅ，１Ｆは、図２に示
すように、半導体積層体１９の側面に順テーパ状の傾斜が設けられていたが、このような
テーパ状の傾斜が設けられていない構成であってもよい。
【０１１８】
　また、前記した半導体発光素子１，１Ａ，１Ｂ，１Ｃ，１Ｄ，１Ｅ，１Ｆは、図２に示
すように、凹部１９１が六角形状に形成されていたが、その他の多角形状、円形状、楕円
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【産業上の利用可能性】
【０１１９】
　本発明に係る半導体発光素子は、例えば照明用光源、各種インジケーター用光源、車載
用光源、ディスプレイ用光源、液晶バックライト用光源、センサー用光源および信号機な
どに利用される素子である。
【符号の説明】
【０１２０】
１，１Ａ，１Ｂ，１Ｃ，１Ｄ，１Ｅ，１Ｆ　半導体発光素子
１１　基板
１２　裏面接着層
１３　基板側接着層
１４　第１電極側接着層
１５　第１電極
２０　貫通孔
２１　第２保護膜
３０　第１領域
３１，３２　領域
６０　第２領域
５０，５１　凸部
１５１，１５１Ａ，１５１Ｂ　突出部
１５１ａ　突出本体部
１５１ｂ　突出先端部
１６　絶縁膜
１６１，１６１Ａ，１６１Ｂ　開口突出部
１７　第２電極
１７ａ　配線部
１７ｂ　内部接続部
１７ｃ　外部接続部
１８　第１保護膜（光反射部材）
１９　半導体積層体
１９ａ　第１半導体層
１９ｂ　第２半導体層
１９ｃ　活性層
１９１，２９１，３９１，４９１，４９１ａ，４９１ｂ，４９１ｃ，４９１ｄ，４９１ｅ
，４９１ｆ　凹部
１９２　粗面部
３９２，４９２　隔壁
３９２ａ，４９２ａ　第１隔壁
３９２ｂ，４９２ｂ　第２隔壁
４９２ｃ，４９２ｃ１，４９２ｃ２　第３隔壁
４９２ｄ，４９２ｄ１，４９２ｄ２　第４隔壁
Ｓｂ　サファイア基板
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【図３】 【図４】



(26) JP 2014-195055 A 2014.10.9

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】
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